
Ｎｏ 区分 事業名・歳出予算等 概要

1 新規
入院時意思疎通支援事業

歳出予算：363千円

◆事業の概要
　意思疎通が困難な障がいのある方が医療機関に入院する際に、医療従事者との意思疎通の円滑化を図るた
め、日頃から本人を介護し、本人の意思を他者に伝えることができるホームヘルパーを意思疎通支援員として
医療機関に派遣します。

2 拡充

障がい者福祉専門分科会運営
事業

歳出予算：1,966千円

◆事業の概要
　青森市健康福祉審議会の専門分科会として、障がいのある方の健康福祉に関する事項を調査審議します。

◆拡充の内容
　障害者基本法に基づく「青森市障害者計画」が、平成27年度で期間満了となるため新たな計画を策定しま
す。計画の策定にあたっては、障がい当事者等の意見を反映させた実効性のある計画とするため、障がい者福
祉専門分科会に障がい当事者等の臨時委員６名を新たに選任し、審議を行います。

3 拡充

障害者に対する理解を深める
ための啓発事業

歳出予算：1,870千円

◆事業の概要
　障がいのある方等の生活や経験を知り、障がいについて正しく理解し、誰にでもあたたかく接する思いやり
の心や、共に支え合って生きていく意識を育み、障がいに対する理解を深めるため、小中学生を対象に『福祉
読本』を配布するとともに、パネル展示等を行い、広く市民へのノーマライゼーション理念の普及啓発を図り
ます。

◆拡充の内容
　平成28年4月1日の「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の施行に向けて、新たな事業内容や
手法も加え、これまで以上に、障がいのある方に対する理解を深めるための周知・啓発機会の拡大を図りま
す。

障がい者関連事業に係る平成27年度の新規・拡充事業等（案） 【資料２】
平成２７年２月２０日

障がい者福祉専門分科会
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4 拡充

障がい者等の社会活動参加支
援事業

歳出予算：4,317千円

◆事業の概要
　障がいのある方及びその家族、高齢者又はひとり親家庭の親子で構成される団体が企画し、及び実施する活
動、イベント等への参加を促すため、当該活動等に参加する者の移動に係る経費の一部を助成します。

◆拡充の内容
　貸切バスの料金体系の変更に伴い、助成の上限額を見直します。

5 拡充
障がい者配食サービス事業

歳出予算：324千円

◆事業の概要
　食事の準備が困難な障がいのある方の身体状態等に配慮し、夕食の宅配をし栄養バランスのとれた食事を提
供するとともに、健康状態等の確認も行います。

◆拡充の内容
　弁当宅配事業者等も取り入れながら、配食サービスの単価を見直すとともに、利用者負担額を引き下げま
す。

【見直し前】

・配食サービス単価

１食あたり 1,028円

・利用者負担額

【見直し後】

・配食サービス単価

１食あたり 800円

・利用者負担額

【見直し前】

○上限額

22人まで 41,000円

23人から28人まで 47,000円

29人以上 51,000円

【見直し後】

○上限額

22人まで 52,000円

23人から28人まで 62,000円

29人以上 72,000円
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6 拡充
手話通訳者派遣事業

歳出予算：4,500千円

◆事業の概要
　聴覚障がい及び音声・言語機能障がいのある方の意思の伝達の手段を確保するため、聴覚障がいのある方等
が行う各種手続や社会参加の場へ手話通訳者を派遣します。

◆拡充の内容
　手話通訳者が派遣先へ移動する際に、自家用車を使用した場合の交通費を支給します。

7 拡充
要約筆記者派遣事業

歳出予算：364千円

◆事業の概要
　聴覚障がい及び音声・言語機能障がいのある方の意思の伝達の手段を確保するため、話の内容をその場で要
約して文字にして伝える要約筆記者を派遣します。

◆拡充の内容
　要約筆記者が派遣先へ移動する際に、自家用車を使用した場合の交通費を支給します。

8 拡充
ふれあいの館運営管理事業

歳出予算：9,248千円

◆事業の概要
　障がいのある方が相互に親睦を深め、交流の場として気楽に利用し、社会参加の推進と福祉の増進を図る施
設である「青森市ふれあいの館」を運営管理する事業です。

◆拡充の内容
　１階車いす用トイレについて、アコーディオンから引戸に改修するなど、障がいのある方が、これまで以上
に安心して利用できるよう改修工事を行います。

9 縮小

在宅重度心身障がい者理美容
サービス事業

歳出予算：191千円

◆事業の概要
　寝たきりの重度の心身障がいのある方の家庭に理容師又は美容師が出張し、理美容を行います。

◆縮小の内容
　他の制度における利用者負担額との均衡を考慮し、これまで無料としていた利用者負担額を1回当たり500円
へ変更します。

【見直し前】

理美容サービス料 3,125円

（内訳）

市負担額 3,125円
利用者負担額 0円

【見直し後】

理美容サービス料 3,200円

（内訳）

市負担額 2,700円

利用者負担額 500円
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10 縮小

障がい者寝具乾燥消毒サービ
ス事業

歳出予算：21千円

◆事業の概要
　病気や障がい等の理由でふとん等の衛生管理が困難な方に専用車両で自宅を訪問し、寝具の乾燥消毒を行い
ます。

◆縮小の内容
　これまでの利用状況等を考慮し、年間利用回数をこれまでの3回から2回へ変更するとともに、利用者負担額
をこれまでの1回当たり200円から400円へ変更します。

11 終了
ガイドヘルパー派遣事業

歳出予算：0千円

◆事業の概要
　重度の視覚障がいのある方等の社会参加等における外出の際、付き添いが必要な場合にガイドヘルパーを派
遣しました。

◆終了の理由
　本事業は地域生活支援事業において視覚障がいのある方等の外出時の支援を行う事業でしたが、障害福祉
サービスの中に同様のサービスとなる「同行援護」が平成23年10月に設置されました。
　本市では、本事業の利用決定者に対し、同行援護や他の同様のサービスへの移行を促してきましたが、全て
の方が同行援護やその他のサービスへの移行を完了したため、平成26年度をもって終了します。

【見直し前】

利用回数 年3回

寝具乾燥消毒サービス料：1,900円

（内訳）
委託料：1,700円

【見直し後】

利用回数 年2回

寝具乾燥消毒サービス料：2,100円

（内訳）
委託料：1,700円
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